
パブリックコメント手続制度に基づき、
次の案件について意見を募集します。
より良いまちづくりのため、皆さんのご
意見をお聞かせください。

□意見提出方法
①公表場所へ持参 ②郵便 ③ＦＡＸ ④Ｅメール
住所、氏名、電話番号を明記のうえ提出してください。
（個々のご意見には直接回答いたしません。）

□計画案の公表場所
各案件の担当課、市役所情報広場、赤羽根市民センター
渥美支所市民生活課、中央図書館、市ホームページ
　　http://www.city.tahara.aichi.jp/

 パブリックコメント

  意見募集！

4田原市ごみ処理基本計画の改定案について
意見募集期間▶1月16日月～2月14日火
市民の生活環境を良好に保ち、限られた資源を有効
に活用するため、廃棄物の発生抑制、再生利用、適正
処理など廃棄物処理事業の目的が達成されるよう、
基本的な方向を示した「田原市ごみ処理基本計画」
を策定します。
担当課▶清掃管理課 
　　　　☎23局3538　 23局0180
　　　　　 seiso@city.tahara.aichi.jp

1田原市地域福祉計画案について
意見募集期間▶1月16日月～2月14日火
誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすため、さま
ざまな生活課題を市民の皆さんや行政、社会福祉協
議会などで役割分担し、解決する仕組みづくりを行
うための基本的な方向を示した「田原市地域福祉計
画」を策定します。
担当課▶福祉課 
　　　　☎23局3512　 23局3545
　　　　　 fukushi@city.tahara.aichi.jp

2田原市障害者計画案について
意見募集期間▶1月16日月～2月14日火
障害のある方が安心して暮らすことのできるまち
づくりを進めるため、障害者施策を推進し、福祉サ
ービスの充実や円滑な実施がなされるよう、基本的
な方向を示した「田原市障害者計画」を策定します。
担当課▶福祉課 
　　　　☎23局4654　 23局3545
　　　　　 fukushi@city.tahara.aichi.jp

3田原市高齢者保健福祉計画の改定案について
意見募集期間▶1月16日月～2月14日火
今後さらなる進行が予想される高齢社会。お年寄り
が安心して暮らせるよう、高齢者施策を推進し、介
護保険事業の充実や円滑な実施がなされるための
基本的な方向を示した「田原市高齢者保健福祉計
画」を策定します。
担当課▶福祉課 
　　　　☎23局3217　 23局3545
　　　　　 fukushi@city.tahara.aichi.jp

5田原市生涯学習推進計画案について
意見募集期間▶1月16日月～2月14日火
市民一人ひとりの学びの成果を地域社会で活かし
人づくりにつなげる生涯学習社会の実現のために、
学習活動がさらに推進されるよう、基本的な方向性
を示した「田原市生涯学習推進計画」を策定します。
担当課▶生涯学習課 
　　　　☎23局3531　 22局3811
　　　　　 syogaku@city.tahara.aichi.jp

6たはら食育推進計画の改定案について
意見募集期間▶2月1日水～3月1日木
「健康でうるおいと活力のある“たはら”」の実現を
目指して、市民一人ひとりが「食」について意識を高
め、健全な食生活を実践できるよう、基本的な方向
を示した「たはら食育推進計画」を策定します。
担当課▶農政課 
　　　　☎23局3517　 22局3817
　　　　　 nosei@city.tahara.aichi.jp
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